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２ 酒田市における重層的支援体制整備事業への
取組について

（令和５年度多機関協働事業の概要）



重層的支援体制整備事業とは
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【令和５年度より実施】

【酒田市未実施】

【酒田市未実施】

【令和５年度より実施】

【酒田市未実施】

【酒田市未実施】



実施時期：令和５年９月より全市域で開始（予定）

実施体制：酒田市社協受託 担当職員としてCSW（ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）５名配置

CSWは、現在、地域福祉活動を支援する学区・地区担当職員の兼務（おって担当を案内）

CSWの役割

ポイント

1. 市役所を含む支援関係機関からの相談を受付(ただし、民生・児童委員や学区・地区
社協を含む従来の市社協事業を通した市民からの相談も受付する場合はある）

2.基本的には、個別ケースを直接支援せずに支援関係機関を後方支援する
3.関係する支援機関の役割を示した支援プラン案の作成と重層的支援会議での決定
4.支援プラン決定後は、各支援関係機関が支援実施、ケース管理（モニタリング）

• 市役所を含む各支援関係機関から得られる情報と世帯全体の課題を整理

• 重層的支援会議の準備と開催（連絡調整や支援プランなどの作成など）

• 適切な支援が導入されるまでモニタリングを行い、進捗管理

• 地域福祉活動の支援を通した地域資源・社会資源の情報収集（従来からの役割）

令和５年度 酒田市多機関協働事業（移行準備） 概要

10【出典】酒田市社会福祉協議会作成「重層的支援体制整備事業に関する研修会資料」より



福祉企画課
障がい福祉係

酒田市社会福祉協議会 地域福祉課
ＣＳＷ（ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）

【役割】
①包括的相談支援事業者などからの相談受付
②アセスメント、重層的支援会議開催、プラン作成など

酒田市福祉企画課
【役割】
包括的相談支援事業以外支援関
係機関との調整、庁内調整、ア
ドバイザー要請・調整など

包括的相談支援事業

重層的支援会議

【目的】
支援関係機関の役割分担や

支援の目標・方向性を整理した支援プラン作成

多機関協働事業

ケース検討
アドバイザー
【役割】
助言・指導

【役割】市民や事業者からの相
談を、属性、世代、相談内容等
に関わらず、受け止め、多機関
協働事業へのつなぎ、重層的支
援会議などへの参加などを行う

随時相談、
各機関でのケー
ス検討後つなぎ

終結・
つなぎもどし

派遣

高齢者 障がい者 子育て 生活困窮 その他

【役割】
①市社協と酒田市福祉企画課
で、各々の役割分担や支援の
方向性を整理し、ケース全体
の調整など「支援者を支援す
る」役割を担う

②支援関係機関と連携しなが
ら、場合により、必要な社会
資源を提供したり、見つける
といった支援を行う

連

携

連

携

各地域包括
支援センター

（高齢者支援課
包括支援係）

こども家庭
センター

「ぎゅっと」

生活自立支援
センターさかた

（福祉企画課
福祉援護係）

市民相談・
消費生活
学校・教育

ひきこもりなど
市関係各課

複雑化・複合化した相談をつなぐ

令和５年度 酒田市多機関協働事業（移行準備）の事業フロー

＊令和５年度（移行準備）は「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」「参加支援事業」は未実施

市民の他、居宅（高齢）、特定
相談（障がい）、病院（MSW）
など福祉事業者や各機関などか
らの相談

【出典】酒田市社会福祉協議会作成「重層的支援体制整備事業に関する研修会資料」より
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１ 令和５年度多機関協働事業 これまでの経過とスケジュール（予定）

今後のスケジュールについて
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５月 研修会（市関係課、地域包括支援センター等）

６月 モデル事業実施（「にいだ」圏域）

庁内外連携会議①

７月 民生委員・児童委員説明会

８月 庁内外連携会議②

全圏域本格実施（９月１日）

重層的支援会議の開催（随時）

３月 打ち合わせ（来年度に向けて）

２ 重層的支援体制整備事業本格実施に向けた今後の取組について（予定）

令和５年度 「多機関協働事業」実施、未実施事業・取組の検討

令和６年度 「基幹相談支援センター」開設、未実施事業・取組の検討

令和７年度 「重層的支援体制整備事業」本格実施


